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平成31年・令和元年におけるクレーン等に関
係する労働災害による死傷者数は，1,777人であ
り，前年と比べると20人（1.1%）増加している
（図１）。
平成31年・令和元年におけるクレーン等に関

係する労働災害による全産業の死亡者数は53人
で，平成30年に比べ３人の減少となった（図２）。

また，クレーン等による死亡災害発生状況につ
いては，平成31年・令和元年における死亡者数は
53人であり，平成30年に比べ３人の減少となっ
た。

平成 31年・令和元年における
クレーン等の災害発生状況
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図１　クレーン等による死傷者数の推移
資料出所　平成10年まで … 労災保険給付データ（休業４日以上）
　　　　　平成11年から … 労働者死傷病報告



44 2021.1

１．業種別発生状況
平成31年・令和元年のクレーン等に関係する死傷災害を業種別に見ると，製造業が762人（クレーン等

死傷者数全体の42.9%）で最も多く，次いで建設業が468人（同26.3%），その他の事業が308人（同
17.3%），運輸交通業が201人（同11.3%）の順となっている。製造業は前年と比べると11人増加し，建
設業では６人減少した（表１）。
また，死亡災害を業種別にみると，建設業が最も多く23人（クレーン等に関係する労働災害による死

亡者数の43.4%，次いで製造業19人（同35.8%），陸上貨物運送事業５人（同9.4%），その他の事業４人
（同7.5%），港湾荷役業２人（同3.8%）となっている。
前年に比べ，建設業で１人増加した。また，その他の事業で３人，製造業で２人減少した（表２）。

表１　クレーン等による業種別，機種別死傷災害発生状況（平成31年・令和元年） （人）

クレーン 移 動 式
クレーン デリック エレベータ，

リフト ゴンドラ その他の動力
クレーン等 合計

製　　造　　業 601 50 - 65 - 46 762
鉱 　 　 　 　 業 3 3 - - - - 6
建　　設　　業 93 319 - 16 4 36 468
運 輸 交 通 業 76 104 - 15 1 5 201
陸上貨物運送事業 9 2 - 5 - 2 18
港 湾 荷 役 業 8 5 - 1 - - 14
そ の 他 の 事 業 60 106 1 95 3 43 308
合 　 　 　 　 計 850 589 1 197 8 132 1,777
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図２　クレーン等による死亡災害の推移
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２．業種別・機種別発生状況
平成31年・令和元年のクレーン等に関係する

死亡災害発生状況を業種別・機種別にまとめたも
のが表２である。
機種別ではクレーンによる死亡災害が23人（ク

レーン等に関係する死亡災害全体の43.4%），移
動式クレーンによる災害が25人（同47.2%）で，
両者合わせて全体の90.6％を占めている。
これについて前年と比較すると，クレーンによ

るものが３人増加し，移動式クレーンによるもの
は９人減少した。エレベーターによるものは３人
の増加となった。なお，建設用リフトによるもの
は１人増加した。
機種細分別では，天井クレーンによるものが

16人と最も多く，次いで車両積載形トラックク
レーンによるものが10人，クローラクレーンに
よるものが７人，ホイールクレーンによるものが
６人となっている。
これについて前年と比べると，クレーンでは天

井クレーン及びケーブルクレーンによるものが

２人増加したほか，テルハによるものが１人減少
した。一方，移動式クレーンでは，トラッククレー
ンが１人の増加，クローラクレーンによるものが
10人の減少などとなっている。
業種との関係を見ると，クレーンによるものは
製造業が17人（クレーンに関係する死亡災害の
73.9%）と最も多く，移動式クレーンによるも
のは建設業が18人（移動式クレーンに関係する
死亡災害の72.0%）と最も多くなっている。
これらについて前年と比べてみると，製造業で
は，クレーンについては，天井クレーンによるも
のが１人増加した。建設業では，移動式クレーン
については，ホイールクレーンによるものが２人
増加し，クローラクレーンによるものが８人減少
した。

表２　クレーン等による業種別・機種別死亡災害発生状況（平成31年・令和元年，死亡者数）
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小

　

計

製　　造　　業 14
(13)

3
(4)

-
(1)

-
(1)

-
-

-
-

-
-

17
(19)

-
-

1
-

-
-

-
(2)

-
-

1
(2)

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

19
(21)

鉱 　 　 　 　 業 -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(-)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(-)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(-)

建　　設　　業 -
-

-
-

1
-

-
-

-
-

2
-

-
-

3
(-)

2
(1)

6
(5)

5
(3)

5
(13)

-
-

18
(22)

-
-

1
-

-
-

1
-

-
-

23
(22)
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-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(-)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(-)

陸上貨物運送事業 1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
(-)

-
-

1
(2)

1
(3)

1
-

-
-

3
(5)

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

5
(5)

港 湾 荷 役 業 -
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
(-)

-
-

-
-

-
-

1
(1)

-
-

1
(1)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
(1)

そ の 他 の 事 業 1
(1)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
(1)

-
-

2
(3)

-
-

-
(1)

-
-

2
(4)

-
-

1
(1)

-
(1)

-
-

-
-

4
(7)

合 　 　 　 　 計 16 4 1 - - 2 - 23 2 10 6 7 - 25 - 4 - 1 - 53

(　)内は平成30年 (14) (4) (1) (1) (-) (-) (-) (20) (1) (10) (6) (17) (-) (34) (-) (1) (1) (-) (-) (56)

機種

業種
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４．能力別・機種別発生状況
平成31年・令和元年のクレーン等に係る死亡
災害を能力別・機種別にまとめたものが表４であ
る。
全機種合計では，１ t 未満も含め３ t 未満の能
力のものが28人（クレーン等の災害全体の
52.8%）と大きな割合を占めている。この区分
の中では，車両積載形トラッククレーンが10人
で最も多い。
ほかには，30t以上が10人などとなっている。

５．死亡災害事例
平成31年・令和元年のクレーン等による死亡
災害53人（52件）についてクレーン（23件），
移動式クレーン（24件），エレベーター（４件），
建設用リフト（１件）に分けて，災害発生状況，
災害発生原因等を記載したものが表５である。

３．現象別・機種別発生状況
平成31年・令和元年のクレーン等に関係する

死亡災害を災害現象別・機種別にまとめたものが
表３（１）である。
災害現象別では，多い順に，落下によるものが

22人（クレーン等による死亡災害全体の41.5%），
狭圧によるものが14人（クレーン等による死亡
災害全体の26.4%），墜落によるものが８人（同
15.1%）などとなっている。
これについて前年と比べると，落下によるもの

が７人の増加，墜落によるものが７人の減少，狭
圧によるものが６人の減少などとなった。
現象別に災害の内容をさらに詳しく見ると，次

のとおりである。
（１）落下による災害
落下による災害の中では，つり荷の落下による

ものが16人（落下による死亡災害全体の72.7%）
で依然として大きな割合を占めている。
表３（２）には落下による災害及び機体等の折
損・倒壊・転倒による災害をさらに詳細に分類し
ている。玉掛けワイヤロープ等の切断によるも
の，クレーンのフック等からつり荷が外れたこと
によるもの，その他が４人，玉掛けワイヤロープ
等からつり荷が外れたことによるもの３人などと
なっている。
（２）挟圧災害
挟圧災害では，つり具・つり荷と床上の物体に

よるものが５人，機体（搬器）と他の構造物によ
るものが４人などとなっている。
（３）墜落による災害
墜落による災害では，作業床等から墜落したも

のが４人，機体（搬器）からによるものが２人な
どとなっている。
（４）機体等の折損・倒壊・転倒による災害
表３（１）に示すようにこの種の災害によるもの

は５人である。その内訳は表３（２）に示すよう
に，機体が転倒したものが３人，ジブが折損・倒
壊したものが２人となっている。
（５）つり荷等の激突による災害
つり荷・つり具が激突したことによるものは

４人であった。
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表３　（１）クレーン等による現象別・機種別死亡災害発生状況（平成31年・令和元年，死亡者数）
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小

　

計

落
　
下

つり荷の落下によるもの 4 - - - - - - 4 - 5 2 5 - 12 - - - - - 16(10)

機 体 の 落 下 に よ る も の - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　-

搬 器 の 落 下 に よ る も の - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1(1)

ジ ブ の 落 下 に よ る も の - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(1)

積み荷等荷の落下によるもの 3 - - - - - - 3 - 1 1 - - 2 - - - - - 5(2)

そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(1)

小 計 7 - - - - 1 - 8 - 6 3 5 - 14 - - - - - 22(15)

つり荷・つり具が激突したもの 1 2 - - - - - 3 - - - 1 - 1 - - - - - 4(3)

つ
り
荷
等
に
よ
る
狭
圧

つり具・つり荷と床上の物体によるもの 4 1 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5(1)

つり荷の転倒によるもの 2 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2(10)

床上の物体の転倒によるもの - 1 - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 2　-

機体(搬器)と他の構造物によるもの 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 3 - - - 4(6)

機 体 に ひ か れ た も の - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(3)

機 体 に 接 触 し た も の - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　-

そ の 他 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1　-

小 計 7 2 - - - - - 9 - - 1 1 - 2 - 3 - - - 14(20)

墜
　
落

機体 (搬器 )からによるもの - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - 2(3)

つ り 荷 に 押 さ れ た も の 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1(1)

機体(搬器)と共に墜落したもの - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1(7)

作業床等から墜落したもの - - - - - - - - 2 - - - - 2 - 1 - 1 - 4(3)

そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(1)

小 計 1 - - - - 1 - 2 2 2 - - - 4 - 1 - 1 - 8(15)

機体，構造部分が折損・倒壊・転倒したもの - - 1 - - - - 1 - 2 2 - - 4 - - - - - 5(2)

感 電 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(1)

そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　-

合 計 16 4 1 - - 2 - 23 2 10 6 7 - 25 - 4 - 1 - 53(56)

機種

現象
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表３　（２）つり荷の落下及び機体等の折損・倒壊・転倒による死亡災害の内訳（平成31年・令和元年，死亡者数）
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ク
レ
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ン

小

　

計

落
　
下

つ
り
荷
の
落
下

ワイヤ
ロープ等
の切断

巻上げワイヤ
ロープ等の切
断によるもの

- - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1　-

玉掛けワイヤ
ロープ等の切
断によるもの

1 - - - - - - 1 - 2 1 - - 3 - - - - - 4(1)

クレーンのフック等から
玉掛けワイヤロープ等が
外れたことによるもの

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(1)

玉掛けワイヤロープ等か
らつり荷が外れたことに
よるもの

- - - - - - - - - 1 1 1 - 3 - - - - - 3(5)

クレーンのフック等から
つり荷が外れたことによ
るもの

2 - - - - - - 2 - - - 2 - 2 - - - - - 4　-

クレーンのフック等が破
損したことによるもの - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　-

そ の 他 1 - - - - - - 1 - 2 - 1 - 3 - - - - - 4(3)

小　　　　　　　　 計 4 - - - - - - 4 - 5 2 5 - 12 - - - - - 16(10)

つ り 荷 の 落 下 以 外 3 - - - - 1 - 4 - 1 1 - - 2 - - - - - 6(5)

小　　　　　　　　　　計 7 - - - - 1 - 8 - 6 3 5 - 14 - - - - - 22(15)

折
損
・
倒
壊
・
転
倒

ジブが折損・倒壊したもの - - 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - 2(1)

支柱・脚等が倒壊したもの - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　-

機 体 が 転 倒 し た も の - - - - - - - - - 1 2 - - 3 - - - - - 3(1)

そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　-

小　　　　　　　　　　計 - - 1 - - - - 1 - 2 2 - - 4 - - - - - 5(2)

機種

現象
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表４　クレーン等による機種別・能力別死亡災害発生状況（平成31年・令和元年，死亡者数）

機種
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小
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能
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1t未満 1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
(-)

-
-

-
-

-
-

-
(4)

-
-

-
(4)

-
-

2
-

-
-

1
-

-
-

4
(4)

1t以上 3t未満 5
(3)

1
(1)

1
(1)

-
-

-
-

2
-

-
-

9
(5)

-
(1)

10
(8)

-
-

4
(7)

-
-

14
(16)

-
-

1
(1)

-
-

-
-

-
-

24
(22)

3t以上 5t未満 3
(4)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
(4)

-
-

-
-

-
(1)

-
-

-
-

-
(1)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
(5)

5t以上 10t未満 2
(2)

1
(1)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
(3)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(-)

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

4
(3)

10t以上 20t未満 2
(2)

1
(1)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
(3)

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

1
(-)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
(3)

20t以上 30t未満 1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
(-)

-
-

-
-

3
(2)

-
-

-
-

3
(2)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
(2)

30t以上 2
(3)

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
(3)

2
-

- 3
(3)

2
(6)

-
-

7
(9)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
(12)

不     明 -
-

-
(1)

-
-

-
(1)

-
-

-
-

-
-

-
(2)

-
-

-
(2)

-
-

-
-

-
-

-
(2)

-
-

-
-

-
(1)

-
-

-
-

-
(5)

合             計 16
(14)

4
(4)

1
(1)

-
(1)

-
(-)

2
(-)

-
(-)

23
(20)

2
(1)

10
(10)

6
(6)

7
(17)

-
(-)

25
(34)

-
(-)

4
(1)

-
(1)

1
(-)

-
(-)

53
(56)

項目

（　）内は平成30年
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

１ 製造業 天井クレーン
60t １ １ − はさまれ，

巻き込まれ

被災者は，製鋼工場内で同僚２名ととも
に天井クレーン（つり上げ荷重 60トン）
を用いて，スラグの搬出作業を行ってい
た。スラグ（約８トン）が入ったバック（鉄
製，約５トン）を補巻フック（定格荷重
15トン）に２点掛けし，ワイヤーを張ろ
うと巻き上げたところ，上げすぎてバッ
クが約 0.5m上がり横に振れ，当該バッ
クと別のバックとの間にはさまれ，死亡
したもの。

玉掛けの方法が不適
切で，フックの位置
がつり荷の重心の上
になく，荷が振れた
こと。

２ 港湾荷役
業

橋形クレーン
57.9t １ １ − 激突され

ガントリークレーンを用いてコンテナを
船へ積み込む作業中に発生したもの。船
にコンテナを積み込んだ後，つり具のロッ
クが解除されていない状態で巻き上げた
ため，つり上げられたコンテナが揺れ，
被災労働者に激突し，隣接するコンテナ
との間に頭が挟まれたもの。被災労働者
は一時退避していたが，コンテナ設置後
に，つり具のロックが解除されてつり具
とコンテナが切り離されたと思い，退避
場所より顔を出したところ被災した。

つり具のロックを解
除していることを確
認しないで荷をつり
上げたこと。

３ 製造業 天井クレーン
0.901t １ １ − 激突され

木材加工場において，２×４工法用壁パ
ネルの組立工程に従事していた被災者が，
パネル用つりクランプを用いて，組み立
てられた壁パネルを立ち上げた状態で，
検品を行おうとした際，パネル用つりク
ランプから壁パネルが外れ，倒れかかっ
てきたもの。

つりクランプの使用
方法が不適切であっ
たこと。

４ その他の
事業

天井クレーン
7.6t １ １ − はさまれ，

巻き込まれ

被災者が高さ約 10mの自動倉庫内部で
メンテナンス作業をしていた。自動倉庫
の天板が，別作業中の天井クレーンのガー
ダと接触したため，クレーンが停止した。
被災者は接触した天板を自動倉庫内から
搬出した。その後，クレーンの運転を再
開したところ，被災者がクレーンガーダ
と自動倉庫に挟まれ被災したもの。

クレーンの起動に当
たり，クレーンガー
ダと周辺の安全確認
が不十分であったこ
と。

５ 製造業 橋形クレーン
10.2t １ １ − 激突され

制作した鉄骨を床上操作式橋形クレーン
を使用して，トラックの荷台に積み込む
作業をクレーン操作者とトラックの荷台
から指示を出す者の２人で行っていた。
鉄骨をつり上げ，トラックの荷台の位置
に合わせるために鉄骨の位置を調整して
いたところ，調整とは逆の方向にクレー
ンが動き，つり上げていた鉄骨がクレー
ン操作者に激突した。

クレーンのペンダン
トスイッチ内に水が
入り，誤作動したた
め。

６ 建設業
ケーブル
クレーン

1.4t
２ １ − 墜落，転落

ケーブルクレーンを使用して，土砂（総
重量は 0.5 トン未満）の運搬を行ってい
たところ，主索をワイヤロープで水平方
向に引っ張っていたシーブが破損したた
め，主索が垂下し荷が落下。ウインチが
巻上索及び横行索に引っ張られて河川に
落下したため，運転者が下の河川内に墜
落した。

主索を水平方向に
引っ張っていたシー
ブが，張力に対する
十分な強度を有して
いなかったもの。

７ 製造業 天井クレーン
2.8t ３ １ − 激突され

事業場内ヤードにおいて，被災者が天井
クレーンを使用して鉄骨（7.6m× 0.8m
× 0.25m，1.2t）を移動させるときに，
当該鉄骨が落下あるいは倒壊して被災者
に激突したもの。

荷である鉄骨の玉掛
け方法が不適切で
あったと想定され
る。

８ 製造業 橋形クレーン
５t ５ １ − 激突され

荷を５トン橋形クレーンで架台にセット
する作業を被災者が一人で行っていたと
ころ，架台に荷を置いた後，クレーンの
フックから玉掛用具を外すために架台の
西側に立ってリモコン操作でクレーンを
西側に走行させたところ，クレーンが停
止せず，荷はクレーンに引っ張られて架
台から外れて，被災者に激突した。

走行マグネットス
イッチが溶着してオ
ンのままとなり，リ
モコンの操作を受け
付けなかったため，
クレーンが動き続け
たことが原因と考え
られる。

表５　死亡災害事例（52件（53人））
（1）クレーン（23件）
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

９ 製造業 天井クレーン
40.6t ６ １ − 激突され

天井クレーンを使用して，プレス機械の
金型・材料等の移動を一人作業中，金型
（19.5t）の清掃か移動中に，当該金型に
激突され，背後の金型の山との間にはさ
まれたと推測される。

無線操作式リモコン
の誤操作又はリモコ
ンの押しボタンが何
かに不意に接触し，
誤動作したもの。

10 製造業 天井クレーン
4.843t ６ １ − 飛来，落下

天井クレーンのフックにつりクランプを
かけた状態で，クレーンを操作して積み
上げたＨ型鋼の上方を通過させようとし
た際に，つりクランプがＨ型鋼の最上部
に引っかかって当該Ｈ型鋼が落下し，落
ちていた番木を拾おうとして当該通路に
入った作業者がＨ型鋼の下敷きとなった。

フックに不要なつり
クランプを下げたま
ま，周囲の安全確認
を行わずにクレーン
の操作をしたこと。

11 製造業 天井クレーン
4.8t ６ １ − 飛来，落下

被災者１名でホイスト式天井クレーンを
用いて0.7tと 1.2t の長尺鉄骨（約7.8m）
を構内搬送用トレーラーに積み込み作業
中，荷台に積み込んだ 0.7t の鉄骨が，既
に積み終えていた 1.2t 鉄骨に倒れかかり
将棋倒しのようになって，荷台から落下
し，当該クレーンを操作していた被災者
に激突したもの。

荷台に積み込んだ鉄
骨の置き方が不適切
であったこと。

12 製造業 天井クレーン
１t ７ １ − 飛来，落下

被災者は，PET製造工場において，床上
操作式天井クレーンを運転して，フレコ
ンバッグに入った約 800kg の PET 製品
の不良品を破砕したものをつり荷として
原料ホッパーまで運搬して投入しようと
したところ，フレコンバッグのつり具に
掛けるつり紐部分４本のうち２本が突然
切れたため，落下した荷とホッパーの間
に挟まれたもの。

フレコンバッグのつ
りヒモの強度が不足
していたこと。

13 建設業
ケーブル
クレーン

2.9t
７ １ − 飛来，落下

砂防ダム築造工事現場において，下請の
専門業者がケーブルクレーンを解体する
ため，先柱にあった搬器を横行索の動力
で元柱に戻していたが，途中で木の枝が
搬器に引っかかり，それに気づかず横行
索を巻き続けたところ，搬器が急降下し，
その反動で主索から脱落して振り子状態
となり，堰堤右岸側の間詰めで目地作業
をしていた作業者に飛来したもの。

搬器の外れ止めの
ロックを外した状態
で搬器を下ろしたこ
と。

14 建設業 ジブクレーン
2.1t ８ １ − 崩壊，倒壊

被災者が，タワークレーンのジブに取り
付けてあるあおり防止用ワイヤロープを
旋回体に繋いだ状態でジブの起伏操作を
行ったため，ジブが破損，倒壊した。こ
れにより，被災者が落下したジブの根元
部と旋回体との間に挟まれたもの。

あおり防止用ワイヤ
ロープを正しく使用
せず，あおり止めリ
ミットスイッチが効
かない状態でジブ起
し操作を行ったこ
と。

15 製造業 天井クレーン
2.8t ９ １ − 飛来，落下

被災者は，専用つり具（Ｃ型フック）を
取り付けたホイスト式天井クレーンを操
作して，鋼線材コイル３束をつり上げ移
動していた。つり荷を停止し 90度回転
させる位置で，つり荷のコイル１束（重
量約 500kg）がＣ型フックから落下し，
コイルに激突され被災した。

鋼線材コイルの束ね
方が不適切であった
ため，コイルが落下
するに至ったこと。

16 製造業 橋形クレーン
2.8t ９ １ − 崩壊，倒壊

工場において，単独で橋形クレーン（片
脚式）を用いて運搬した約 660kg の鋼
材を作業場所に縦置きし，鋼材にかけて
いた二つのハッカーを外した後，当該ク
レーンの巻上げを行ったところ，ハッカー
の一つが鋼材の上フランジに引っかかっ
たことにより，鋼材が倒れて下敷きとなっ
たもの。

ハッカーの巻上げ時
に，鋼材に引っかか
らないようにするた
めの確認が不十分で
あったこと。

17 製造業 天井クレーン
15t 10 １ − 激突され

被災者は，１階床面からの高さ 3.5mに
ある中２階置場にて，天井クレーンを用
いてプレス金型の運搬を単独作業で行っ
ていたが，進行方向とは逆方向に金型が
崩れて中２階の作業床端部の柵を破壊し，
被災者は金型とともに落下した。クレー
ンは置場上方にあり，フック，つり具等
に大きな損傷はなかった。

何らかの原因で，金
型が被災者の方向に
移動し，激突して落
下したこと。
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

18 陸上貨物
運送事業

天井クレーン
7.65t 11 １ − 激突され

被災者は，事業場倉庫内で保管している
鋼材を出荷準備するため天井クレーンを
使用し移動させようと操作したところ，
ペンダント操作を誤り自身の方向へ動か
してしまい鋼材に激突されたもの。

ペンダント操作を
誤ったこと。

19 製造業 天井クレーン
26.8t 11 １ − はさまれ，

巻き込まれ

コンクリートパイルを製造する工程にお
いて，天井クレーンを使用して荷（蒸気
養生槽から取り出したコンクリートパイ
ル及びその型枠）を運搬していたところ，
床に置いてあった別の型枠のボルトを緩
める作業を行っていた被災者が型枠と荷
の間にはさまれたもの。

クレーン走行用の電
磁接触器の接点が溶
着したため，無線操
縦装置のボタンから
指を放してもクレー
ンが走行し続けたも
の。

20 製造業 天井クレーン
2.018t 11 １ − 崩壊，倒壊

床上操作式クレーンで鋼材（Ｖ材）をつっ
て移動していたところ，８段に積まれて
いた鋼材（トラス材）にぶつかって鋼材
（トラス材）が崩れ落ち，近くにいた被災
者が鋼材の下敷きとなったもの。

可動範囲内の安全確
認を怠り，クレーン
の操作を誤ったこ
と。

21 製造業 天井クレーン
4.9t 12 １ − 激突され

被災者が天井クレーンを運転し，重さ約
2.5t（2475cm×Φ 122cm）のロール
紙を２段積みにするため移動させていた
ところ，移動させていたロール紙と既に
積んでいたロール紙との間に頭部を挟ま
れたもの。

荷の移動方向に被災
者が位置してクレー
ンを運転していたこ
と。

22 製造業 天井クレーン
10t 12 １ − 崩壊，倒壊

被災者は天井クレーンでつっていた缶
体（直径 210cm，缶厚 60cm，重量
370kg）を反転機の片側に定置させ，玉
掛けを解いた後，無線式コントローラー
で同クレーンを横行させている際，同缶
体が倒れて下敷きになったもの。

不安定な位置に荷を
置いたため，バラン
スが崩れたもの。

23 製造業 天井クレーン
2.8t 12 １ − 崩壊，倒壊

天井クレーンを操作して船体部品である
ハッチコーミングを２本の盤木を敷いて
台車に乗せたあと，被災者が玉掛用具を
外したところ，ハッチコーミングが倒れ
下敷きになったもの。

盤木の置き方が不安
定な状態となってい
たため。
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

１ 建設業 クローラクレーン
13t ２ １ １ 飛来，落下

被災者は，サイロ増設工事現場内に設置
された外部足場 13 層目作業床で，足場
から躯体側に身を乗り出して外壁にトタ
ンを貼る作業を同僚２名と行っていた。
一方，別業者の作業員がクローラクレー
ンにより床材８枚の躯体内への搬入作業
を行っていた。その際，つり荷である床
材の１番上の１枚（鋼製，長さ約２m，
幅約 30cm，重さ約 25kg）が被災者ら
の作業していた足場と躯体の間に落下し，
作業中の被災者に当たったもの。

玉掛けの方法が不適
切であったこと，ま
た，つり荷の下に労
働者を立ち入らせて
いたこと。

２ 建設業
車両積載形

トラッククレーン
2.93t

２ １ − 墜落，転落

資材置場にて仮設トイレをダンプトラッ
ク荷台から下ろすため，車両積載形トラッ
ククレーンを用いて 50cm ほどつり上げ
たところ，玉掛けに使用していた繊維ロー
プが切れ，トイレがダンプ荷台に落ち，
その衝撃によりダンプが揺れ，ダンプト
ラックのプロテクター上で玉掛けを行っ
ていた被災者は，バランスを崩し，運転
席前方のアスファルト地面に頭から墜落
した。

玉掛けに使用してい
た繊維ロープの使用
方法が適切でなかっ
た。

３ その他の
事業

車両積載形
トラッククレーン

2.93t
２ １ − 激突され

被災者は一人で被災現場で産業廃棄物を
入れたコンテナ（総重量 2.3t）を回収す
るため，車両積載形トラッククレーンで
積込み作業を行っていた。アウトリガー
を張り出さずに荷をつり上げ，ジブを旋
回させた際，機体がバランスを崩し，操
作していた被災者の方へ横転し下敷きに
なったもの。

アウトリガーを張り
出さずクレーン作業
を行ったことと，過
負荷制限装置のある
クレーンを使用せず
に過荷重になったこ
と。

４ 建設業
車両積載形

トラッククレーン
2.9t

２ １ − 激突され

被災者は砂防工事現場において車両積載
形トラッククレーンを使用し，工事用道
路で使用した敷鉄板の搬出作業に従事し
ていた。トラック荷台上約 40cm の位置
から鉄板を荷台へ下ろそうとしたところ，
ジブ根本部分にある巻上用ドラムの位置
がずれ，ドラムの歯車がピニオンから外
れたためドラムが回転し，巻上用ワイヤー
ロープが滑り出て荷が落下。落下した鉄
板が荷台上にいた被災者に接触し，その
反動で下の地面に墜落した。

巻上げ用ドラムに不
具合が生じたこと。

５ 建設業 ホイールクレーン
25t ２ １ − 墜落，転落

災害場所の人孔内に設置された枠組足場
を解体中，移動式クレーンを用いて単管
パイプ（５本）を荷揚げしていたところ，
当該単管パイプが荷崩れを起こして落下
し，枠組足場上にいた被災者が約 20メー
トル下に墜落したもの。

単管パイプの束の玉
掛け方法が不適切で
あったこと。

６ 建設業 クローラクレーン
2.4t ３ １ − 飛来，落下

電波塔を建設する工事において，塔の基
礎となる立坑（深さ約 6.3 メートル，直
径 1.43 メートル）を掘削中，内部の掘
削した土砂を容器に入れて搬出するため
にクローラ式クレーン（カニクレーン）
を用いてつり上げていたところ，巻上用
ワイヤロープが切断したためつり荷と
フックが落下して立坑の底部で作業をし
ていた被災者を直撃した。

巻過防止装置を機能
しないまま使用した
ことによる巻過ぎに
より，巻上用ワイヤ
ロープが劣化したこ
と。

７ 建設業 クローラクレーン
2.9t ３ １ − 飛来，落下

用水路を設置するための土木工事現場に
おいて，クレーン機能付きドラグショベ
ルで，重さ約 850kg のＵ字溝をつりク
ランプ２個を使用してつり上げていたと
ころ，片方のつりクランプが外れＵ字溝
が落下し，付近で作業をしていた被災者
に激突したもの。

つりクランプの掛け
方が不適切であった
こと。

（２）移動式クレーン（24件）
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

８ 陸上貨物
運送事業

車両積載形
トラッククレーン

2.9t
３ １ − 飛来，落下

被災者は，携帯電話基地局に使用されて
いた電柱（長さ 15m，重量約 2.2 トン）
を車両積載形トラッククレーンに積み込
む作業中，荷台前方の鳥居部の助手席側
に電柱の先端を一旦載せ，鳥居部の運転
席側に電柱先端部をずらそうと荷台上で
リモコンを操作し，ジブを伸ばして荷台
後方に電柱を引いたところ，鳥居部から
電柱の先端が落ち，過荷重でジブが折れ，
電柱が落下して被災者に当たったもの。

過荷重であったた
め，ジブが折損した
こと。

９ 建設業 トラッククレーン
200t ４ ２ − 墜落，転落

高さ約 24m の作業構台上で，作業者２
名が仮溶接した搬出入用架台のクランプ
止めした単管に安全帯のフックをかけ，
玉掛用のシャックルを外す作業を行って
いたところ，突然，移動式クレーンの補
ジブが跳ね上がり，同架台も仮溶接部分
が外れて跳ね上がった。被災者２名も，
安全帯のフックがかかっていたため同架
台とともに跳ね上がり，移動式クレーン
の主ジブに激突した。その衝撃で単管が
外れ，２名は地上に墜落したもの。

何らかの原因で補ジ
ブが突然跳ね上がっ
たこと。

10 建設業
車両積載形

トラッククレーン
2.9t

４ １ − 墜落，転落

資材置き場において，杉の木を伐採する
前処理として枝の剪定を，専用の搭乗設
備を装着した車両積載形トラッククレー
ンを使って行っていた。作業がひと段落
し，地上に降りるため，被災者がリモコ
ンを操作し下降していたときに，枝が被
災者に当たり，被災者が搭乗設備から約
10メートル下に墜落したもの。

安全帯を外していた
ため，枝が被災者に
当たった際に，墜落
したもの。

11 建設業
車両積載形

トラッククレーン
2.9t

５ １ − 飛来，落下

被災者が，トラックの荷台上の伐木５
本（直径 34 センチから 50 センチ，長
さ 2.5 メートルから 4.1 メートル総重量
1750kg）を地面に下ろすため，車両積
載形トラッククレーンを操作し，伐木５
本を一度にワイヤロープで一本づりし，
１m ほど垂直に持ち上げた後，ブームを
旋回中，伐木がトラックのあおりを超え
た直後に玉掛けをしていたワイヤロープ
が切れ伐木が被災者に落下したもの。

玉掛用ワイヤロープ
の許容荷重を大幅に
超える伐木をつり上
げたことにより，玉
掛用のワイヤロープ
が切断したもの。

12 建設業
車両積載形

トラッククレーン
2.9t

５ １ − 飛来，落下

倉庫解体工事現場において，被災者一人
で歩道の敷鉄板を車両積載形トラックク
レーンを用いて当該クレーンの荷台に積
込み作業を行っていたところ，被災者が
敷鉄板１枚（縦 1.53m，横 3.05m，重
量約 800kg）の下敷きになったものであ
る。

何らかの原因で敷鉄
板の下敷きになった
もの。

13 建設業 クローラクレーン
2.93t ６ １ − 崩壊，倒壊

工事用道路に敷鉄板を敷設するため，ク
レーン機能付きドラグショベルで貨物自
動車の荷台から敷鉄板をつり下ろしてい
た。敷鉄板の穴（玉掛用にあらかじめ加
工されたもの）に玉掛用チェーンのフッ
クを掛けてつり上げ，次に敷鉄板を地面
に着地させたところ，穴から玉掛用チェー
ンのフックが外れ，倒れた敷鉄板と貨物
自動車の間に被災者がはさまれたもの。

玉掛用チェーンの
フックの外れ止めの
ロック機能が破損し
ていたこと，また，
つり荷の下に労働者
を立ち入らせたこ
と。

14 港湾荷役
業

クローラクレーン
70t ６ １ − はさまれ，

巻き込まれ

原料受入れ桟橋において，クローラクレー
ン（バケット付き）を使用し，船から原
料である石油コークスをホッパーに投入
する作業をしていた。被災者がクローラ
クレーンの旋回範囲内に立ち入って上部
旋回体とキャタピラーの間に挟まれたも
の。

クローラクレーンの
旋回範囲内に立ち
入ったこと。

15 陸上貨物
運送事業

クローラクレーン
（リフマグ仕様）
2.83t（0.98t）

７ １ − 激突され

オペレーターが，クローラクレーン（リ
フティングマグネット装着）を運転して，
被災者の乗っていたトレーラーの荷台の
スクラップを持ち上げたところ，リフティ
ングマグネットが被災者に激突したもの。

何らかの原因でリフ
ティングマグネット
が被災者に激突した
もの。
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

16 建設業 ホイールクレーン
70t ７ １ − 飛来，落下

トラックに積まれていた砂（約 0.9 トン）
が入っているフレキシブルコンテナ（フ
レコン）をホイールクレーンにより移動
させようとしたところ，フレキシブルコ
ンテナのつりベルトが切断し落下，下方
にいた被災者がフレキシブルコンテナの
下敷きになったもの。

経年劣化によりフレ
キシブルコンテナの
つりベルトが切断し
たもの。

17 その他の
事業

車両積載形
トラッククレーン

2.93t
９ １ − 飛来，落下

被災者は，商品（機械設備）の納品先にて，
業者複数名で行う車両積載形トラックク
レーンによる搬入作業に立ち合っていた。
同クレーンの荷台から荷下ろしする際に，
玉掛けのバランスが悪かったため，スリ
ングを掛け直したものの，荷が傾き，被
災者は荷揺れを防止しようと荷の脇に支
えに入ったところ，荷崩れを起こし，被
災者に当たったもの。

玉掛け方法が不適切
であったため，荷が
バランスを崩したも
の。

18 陸上貨物
運送事業

ホイールクレーン
25t 10 １ − 崩壊，倒壊

クレー射撃場新設工事において，現場の
地盤改良等のために埋設してあった土
留めシートパイル（幅 450mm，長さ
6100mm，390kg）を引き抜き 10 枚
重ねたものをホイールクレーンを用いて，
トラックに荷積みしていたところ，荷積
み位置を調整していた被災者が落下して
きたシートパイルの下敷きとなったもの。

複数のシートパイル
をつり上げる際に，
シートパイル同士を
緊結していなかった
こと。

19 建設業
車両積載形

トラッククレーン
2.9t

10 １ − 墜落，転落

被災者は，車両積載形トラッククレーン
のジブ先端に取り付けられた搭乗設備上
で伐採された木の回収作業を行っていた。
自らクレーンをリモコンで操作し，立木
に挟まった木にベルトスリングを取り付
けて当該クレーンのフックにかけて引っ
張っていたところ，挟まった木が取れた
ことで張力が抜け，その反動で，墜落制
止用器具を着用していなかった被災者が
搭乗設備から投げ出され，高さ約 8.8m
下に墜落した。

クレーンを用いて挟
まった木を引っ張る
という無理な作業を
した。

20 建設業
クローラクレーン
600t と 300t
による共づり

11 １ − 飛来，落下

２階建工場新築工事での鉄骨建方作業に
おいて，壁の鉄骨（長さ約 11m の柱１
本に長さ約６m の胴縁 14 本等を取付。）
を地組し，その上に番線で束ねた壁材（折
板。長さ７m，幅 0.8m，18 枚。計約
540kg。）を置いていた。これをクロー
ラークレーン２台で共づりして立て起こ
し，被災者が地上側の玉掛け用シャック
ルを外したところ，鉄骨に固定されてい
なかった壁材が落下し，被災者はその下
敷きになった。

玉掛けをする際に，
荷である壁材が落下
しないように固定し
ていなかったこと。

21 製造業
車両積載形

トラッククレーン
2.63t

11 １ − 飛来，落下

車両積載形トラッククレーンを用いてグ
ランドアンカー（橋の補強に使う鉄骨）
をつり上げ，移動させようとした際に，
車体が傾き，荷台に積んでいた別のグラ
ウンドアンカーが滑り落ち，被災者の背
中に滑り落ちたグランドアンカーが激突
し，事前の作業で置かれていたグランド
アンカーとの間に挟まれたもの。

アウトリガーの張出
しを最大としていな
かったことと，過負
荷制限装置を装備し
ていなかったこと。

22 建設業 ホイールクレーン
25t 12 １ − 激突され

会社の資材置場の敷地において，ホイー
ルクレーンを使用し，クレーン前方向右
側にあった鉄製バケット（約 100kg）を
トラックに積み込むため当該バケットの
位置までブームを伸ばした際，クレーン
前方向右側に転倒し，ブーム先が当該バ
ケット付近にいた被災者（玉掛け者）に
激突したもの。

過負荷の作業を行っ
たことと，アウトリ
ガーを張り出さずに
クレーンを使用して
いたこと。
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

23 建設業 ホイールクレーン
70t 12 １ − 激突され

２本のＨ鋼（3.6m と 5.4m）をホイール
クレーンで連結させる作業を行っていた。
Ｈ鋼は並列に二本置かれている状態で，
その並列で置かれているＨ鋼の間で連結
させた部分のボルトを締める作業を被災
者と同作業者の２名で行っていた。連結
作業終了後，チェーンブロックを巻き上
げた際にフックがＨ鋼に当たり，Ｈ鋼が
被災者側に倒れ，下敷きになったもの。

チェーンブロックを
巻き上げた際に，横
倒しになっていた H
鋼の端にフックが
引っかかり，H 鋼の
バランスが崩れ，倒
れたもの。

24 建設業 ホイールクレーン
80t 12 １ ５ 崩壊，倒壊

つり上げ荷重 80t の移動式クレーン（ラ
フテレーンクレーン）で，成型機（10.5t）
を構台からつり上げ，トラック荷台に乗
せるために旋回したところ，移動式クレー
ンが横転した。横転した移動式クレーン
のブームは，現場敷地内に駐車していた
車両数台に直撃し，車内で待機していた
被災者が死亡したほか，５名が負傷した。

アウトリガーを張り
出した箇所の地盤が
軟弱であったこと。
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№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

１ その他の
事業

−
0.75t ２ １ − はさまれ，

巻き込まれ

エレベーターの年次点検作業中，巻上機
より発せられる異音について，その原因
を調べるため，ピット内にいた被災者が，
搬器内にいた部下に指示を出し，搬器を
上昇させたところ，下降してきたカウン
ターウエイトと建物梁にはさまれたもの。

搬器を上昇させる際
の安全確認が不十分
であったこと。

２ 陸上貨物
運送事業

−
6.6t ４ １ − 激突

水産仲卸売場棟１階で，ターレット式構
内運搬自動車（以下「ターレ」という。）
を運転して同棟４階に行こうとエレベー
ターに乗り込む時，上から降りてきた扉
に頭部が激突した。接触したことにより
安全装置が作動し，扉は停止したが，加
速したターレが前進したため扉に頭部が
ひっかかり，バックガードと扉の間に挟
まれたもの。

エレベーターの扉が
閉まりかけていると
ころへ，ターレを加
速してエレベーター
に乗り込もうとした
こと。

３ 建設業 −
２t ７ １ − はさまれ，

巻き込まれ

エレベーター設置作業において，試運転
及び調整作業を１名がピット内，１名が
搬器内において行っていた際，ピット内
作業者から，「搬器を２階定位置に高速
アップにて」上昇させるよう指示が出さ
れた。よって，搬器内作業者が指示どお
り高速アップ（定常速度）したところ，
搬器の上昇に伴って下降するカウンター
ウエイトとピット下部に取り付けた緩衝
器との間にピット内作業者が挟まれたも
の。

搬器を上昇させる際
の安全確認が不十分
であったこと。

４ 製造業 −
0.5t 12 １ − 墜落，転落

構内での部材・製品・原材料の運搬等を
請け負っている業者の労働者が，３階の
垂直搬送機の開口部（昇降路）から，１階
に降りていた搬器まで約９m 墜落したも
の。垂直搬送機の搬入部分には安全柵と
光線式のセンサーが，開口部の手前には
自動開閉のシャッターが設けられている。
垂直搬送機の運転は自動化されているが，
手動に切り替えての操作も可能であった。

搬器の位置の確認を
しなかったため，開
口部から墜落したと
想定される。

№ 業種
機　種

（つり上げ荷重
又は積載荷重）

発
生
月

死傷者
事故の型 災害発生状況 災害発生原因

死 傷

１ 建設業 −
0.24t ９ １ − 墜落，転落

マンション新築工事中の建物８階におい
て，外部枠組足場に設置された建設用リ
フト搬器から内装材（クロス材）を建物
内に搬入する作業中に，外部枠組足場と
躯体との隙間 35 センチから，下の地上
まで墜落したもの。

安全確認が不十分で
あったこと。

（３）エレベーター（４件）

（４）建設用リフト（1件）


